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熊本市行政評価制度実施要綱 

 

   第１章 総則 
（目的） 
第１条 この要綱は、本市が行う行政評価制度の実施に関する基本的事項を定めることに 

より、行政評価の適正な実施を推進し、熊本市総合計画に基づく計画的な行政運営の展 

 開に資するとともに、行政評価に関する情報を公開し、本市の諸活動について市民に説 

 明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに  

 よる。 
（１）行政評価制度 政策、施策、事業の各段階において、一定の基準、指標をもって、 

  目標や目的の達成度（以下「成果」という。）についての測定及び課題の検証（以下 

  「評価」という。）を行い、その結果を行政運営の改善につなげる仕組みをいい、政 
  策評価、施策評価及び事業評価よりなるものとする。 
（２）政策評価 第５次熊本市総合計画実施計画分野別計画（以下「実施計画」という。） 

  において章として掲げられた、市政運営の基本的な方向を示すもの（以下「政策」と 

  いう。）の成果を評価することをいう。 
（３）施策評価 実施計画において節として掲げられた、政策を実現するための基本的な 

  方針を示す（以下「施策」という。）の成果を評価することをいう。 
（４）事業評価 実施計画において事業として掲げられた、施策を実現するための具体的 

  な手段を示すもの（以下「事業」という。）の成果を評価することをいう。 
（５）各局の長 熊本市事務分掌条例（昭和４６年条例第３６号）第１条に定める局及び 

  室の長、熊本市収入役の補助組織設置規則（昭和３９年規則第４号）に定める会計室 

  長、市民病院事務局長、消防局長、教育長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事 

  務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長、水道事業管理者並びに 

  交通事業管理者をいう。 
 

   第２章 政策評価 
（政策評価の実施） 
第３条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２条第４項の規定による基本  

  構想の策定に際し、政策評価を行うものとする。 
２ 政策評価は、当該政策目的の実現のために実施された施策及び事業によりもたらされ 

 た成果の把握について、統計等による客観的な数値の測定等のほか、必要に応じてアン  

 ケート等の市民意見の聴取によって行うものとする。 
（基本構想策定における評価結果の反映） 
第４条 市長は、基本構想の策定にあたっては、政策評価の結果を適切に反映させなけれ  

 ばならない。 
 

   第３章 施策評価 
（施策評価の実施） 
第５条 市長は、毎年度の事業評価に伴い施策評価を行うものとする。 
２ 施策評価は、当該施策目的の実現のために実施された事業によりもたらされた成果の  

 把握について、統計等による客観的な数値の測定等のほか、必要に応じてアンケート等  

 の市民意見の聴取によって行うものとする。 
（基本計画策定における評価結果の反映） 
第６条 市長は、基本計画の策定にあたっては、施策評価の結果を適切に反映させなけれ  

 ばならない。 
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   第４章 事業評価 
（事業評価の実施） 
第７条 各局の長は、毎年度の決算に伴い事業評価を行うものとする。 
２ 事業評価は、事業の実施によりもたらされた成果の把握について、統計等による客観 

 的な数値の測定等のほか、必要に応じてアンケート等の市民意見の聴取によって行うも  

 のとする。 
（事業評価の報告） 
第８条 各局の長は、事業評価の結果について、事業評価報告書（様式第１号）を作成し、 

 ６月３０日までに企画財政局長に提出しなければならない。 
２ 熊本市予算決算規則（昭和３９年規則第２８号）第２１条の３の規定による予算執行  

 実績調書の提出については、事業評価報告書の提出をもって代替できるものとする。 
（実施計画における評価結果の活用） 
第９条 市長は、熊本市総合計画策定に関する訓令第１１条第２項の規定による実施計画

の策定にあたっては、事業評価の結果の適切な活用を図るように努めなければならない。 
（予算編成における評価結果の活用） 
第１０条 各局の長は、熊本市予算決算規則第５条の規定による予算要求書の作成を行う  

 にあたっては、事業評価の結果を適切に反映させなければならない。 
２ 市長は、地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第３条に掲げる予算の編成におけ 

 る経費の算定の合理的な基準として事業評価の結果を尊重しなければならない。 

３ 企画財政局長は、熊本市予算決算規則第６条の規定による予算要求書の審査を行うに 

 あたっては、事業評価の結果の適切な活用を図るように努めなければならない。 
（組織編成、人事配置における評価結果の活用） 
第１１条 任命権者は、事務分掌の改正及び職員の配分にあたっては、事業評価の結果の 

 適切な活用を図るように努めなければならない。 

 

   第５章 公表 
（評価の公表） 
第１２条 市長は、政策、施策、事業のそれぞれの評価の結果について、終了後すみやか 

 に市民に公表するものとする。 

 

   第６章 補則 
（他の制度等との関係） 
第１３条 この行政評価は、できる限り監査委員及び外部監査人が行う監査並びに熊本市 

 公共事業再評価実施要綱に基づく公共事業の再評価との重複を避けながら、それぞれの 

 機能が十分に発揮されるよう整合を図るものとする。 
（事務局） 
第１４条 行政評価制度の運営に関する事務は、企画財政局企画広報部企画課において行 

 う。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年５月１０日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年５月３１日から施行する。 

   


